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第１３回原子力委員会臨時会議議事録 

 

１．日  時  ２０１０年３月１０日（水）１０：００～１２：１０ 

 

２．場  所  中央合同庁舎４号館 １０階 １０１５会議室 

 

３．出 席 者  原子力委員会 

近藤委員長、鈴木委員長代理、秋庭委員、大庭委員 

        原子力人材育成関係者協議会 辻倉主査 

        東京工業大学原子炉工学研究所 齊藤教授 

        独立行政法人日本原子力研究開発機構原子力研修センター 杉本センター長 

        独立行政法人原子力安全基盤機構 曽我部理事長 

        関西電力株式会社原子力事業本部 野元マネージャー 

        内閣府 

         中村参事官、渕上企画官、藤原参事官補佐 

 

４．議  題 

 （１）原子力政策大綱の政策評価「人材の育成・確保」に係る有識者との意見交換 

（２）大庭原子力委員会委員の海外出張について 

 （３）その他 

 

５．配付資料 

  （１－１）「人材の育成・確保」の評価における論点ポイント（案） 

  （１－２－１）原子力人材育成関係者協議会 主査 辻倉米蔵様 ご説明資料 

  （１－２－２）東京工業大学 原子炉工学研究所 教授 齊藤正樹様 ご説明資料 

  （１－２－３）日本原子力研究開発機構 原子力研修センター長 杉本純様 ご説明資料 

  （１－２－４）原子力安全基盤機構 曽我部捷洋様 ご説明資料 

  （１－２－５）関西電力株式会社 原子力事業本部 野元滋子様 ご説明資料 

  （ ２ ）大庭原子力委員会委員の海外出張について 

 

第２３回原子力委員会

資 料 第 ７ 号
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６．審議事項 

（近藤委員長）それでは、第１３回の原子力委員会臨時会議を開催させていただきます。 

  本日の議題は、１つ目が、原子力政策大綱の政策評価「人材の育成・確保」に係る有識者

との意見交換。２つ目が、大庭原子力委員会委員の海外出張について。３つ目が、その他とな

っています。よろしゅうございますか。 

  それでは、最初の議題からまいります。 

   

 （１）原子力政策大綱の政策評価「人材の育成・確保」に係る有識者との意見交換 

 

（近藤委員長）最初の議題に関しましては、有識者をお招きしております。私の側からご紹介

申し上げますと、原子力人材育成関係協議会の主査をされています辻倉さん、東京工業大学

原子炉工学研究所の齊藤教授、日本原子力研究開発機構の原子力研修センター長の杉本さん、

原子力安全基盤機構の曽我部理事長、そして、関西電力株式会社原子力事業部の野元マネー

ジャーです。よろしくお願いします。本日は、皆様には大変ご多用中のところ、委員会のた

めにご参集いただきまして、まことにありがとうございます。 

  会合の運営でございますが、最初、事務局から、本日まで各機関の人材育成にかかわる取

り組みについて調査してきたところについて、私どももさまざまな意見を申し上げてきたわ

けでありますけれども、それらも踏まえて、人材の育成・確保の評価における論点を整理し

た紙を用意しておりますので、それについて紹介をいただきます。それから、皆様に、それ

ぞれの論点に関してご意見をいただくことにしたいと思いますので、よろしくご協力のほど

お願いします。 

  それでは、事務局から、資料の説明をお願いします 

（藤原参事官補佐）それでは、事務局から資料１－１号に基づきまして、ご説明をさせていた

だきます。 

  まず、この論点ポイント（案）の資料の位置づけでございますけれども、今、近藤委員長

からお話がありましたとおり、これまで定例会のヒアリングですとか、質問紙調査という形

を通じまして把握しました各機関の取り組み状況、そういったもののうち、１つ目としては、

現大綱において示されている政策のうち、進展が見られないもの、あるいは十分な取り組み

が行われていないもの、２つ目としまして、平成１７年度に、現大綱が策定されて以降、状

況変化等を踏まえて新たに対応が必要と考えられるような課題、あるいは対応の強化が必要
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と考えられる課題、こういったものを抽出したものでございます。 

  このペーパーですけれども、まず、箱囲みの中に論点を書いてございまして、その下に現

状としてこの論点の抽出に至った背景を簡単に書いてございます。また、その後ろに主な意

見が書いてございますが、こちらはヒアリング等において述べられた意見を要旨として列記

をしてたものでございます。その後ろに参考事例として書いてございますのは、論点として

取り上げた点につきまして、定例会におけるヒアリングの中で改善に向けて取り組みが進め

られているものとして例示された点を記述してございます。こういう構成になってございま

す。 

  それでは、それぞれの論点につきまして、簡単にご説明を申し上げます。 

  まず、１ページ目に論点１がございます。 

  「新たな知見・観点を原子力分野に導入するため、多様な人材を活用することについて」

としてございます。その下に○が２つございますが、一つめとして、原子力関係機関の中で

は、原子力分野内の機関だけではなくて、原子力分野外の機関との積極的な人材交流を推進

する方策を検討する必要があるのではないか。また、２つ目の○ですが、多様な人材、例え

ば若手であったり女性であったりということを例示してございますが、こういった人材を登

用する取り組みを強化する必要があるのではないかということでございます。 

  現状のところ、○３つございますが、現状としては、原子力分野以外の機関の人との人材

交流が行われている例は非常に少ないということ、それから、関係機関における女性の比率

というのが海外の同様の機関に比べて小さいということ、また、これは特に原子力機構です

けれども、若手研究者・若手技術者の減少というのが報告されていること、こんなことがご

ざいます。 

  １枚おめくりいただきまして、３ページ目に論点２がございます。 

  「原子力産業界における人材の育成・確保について」ということで、２つ○がございます。

１つ目、原子力産業界には、技術力の維持・向上を図るために、シニア世代から若手に対し

て知識・技術・技能の継承を確実に行っていくための取り組みを強化させる必要があるので

はないか。２つ目、産業の基盤を支える関連会社等も含めた原子力産業界全体として、体系

的な研修システムを構築する等の取り組みを強化する必要があるのではないか。 

  背景としましては、国内の軽水炉建設というのが、建設よりは保守・保修、そういったと

ころが主流になってございまして、建設技術や経験の継承、そうしたところに課題があると

いうようなご指摘がありましたし、また、そういった建設に携わった方々というのが、そろ
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そろリタイアをされるようなタイミングに入ってきているということ、それから、形式知に

ついてはマニュアル化などの工夫がされているんですけれども、マニュアル化できない暗黙

知について対策を講じなければ、シニア人材の退職とともに、こういったノウハウが喪失す

るという現状がございます。 

  それから、また１枚おめくりいただきまして、５ページに論点３がございます。 

  「高等教育機関における教育の充実について」でございます。こちらは４つ挙げてござい

ます。１つ目でございますが、企業等の求めるすぐれた人材を育成するためには、産業界や

研究機関が高等教育機関における優れた取り組みを支援することが重要ではないか。２つ目

でございますが、原子力関係者は、原子力工学以外の学科あるいは専攻の学生も視野に入れ

た人材育成方策というものを考える必要があるのではないか。３つ目でございますが、教員

の指導力の向上という観点から、教育活動に対して適切に評価がなされる仕組みが必要では

ないか。４つ目でございますが、高等教育機関でホットラボ、そういったものを利用した教

育を行うためには、それらを維持・整備するための方策を検討すべきではないか。以上４つ

でございます。 

  関連する現状、下にございますけれども、各高等教育機関においては、実験・実習を積極

的に取り入れたり、長期インターンシップを取り入れたりという、特色ある取り組みをして

いただいております。ただ、長期インターンシップというのは、学生のモチベーション向上

ですとか、問題解決能力向上といった観点で教育に有効であると認識されている一方で、受

け入れ先を確保するのが困難だという状況もございます。また、博士課程を修了した学生さ

んが就職するというのも、なかなかハードルが高いという現状がございます。また、論点３

の２つ目の○に関連して、企業の採用状況を見ますと、原子力工学以外の学生、例えば電気、

機械の分野や、化学、材料、そういった学生の採用ということもございますので、こういっ

たことを踏まえて人材育成をどう考えていくかというのを検討すべきではないかということ

がございます。それから、教育活動に対する適切な評価という観点で言いますと、高等教育

機関の教員の評価というのが研究の成果重視になっていることが多いというのがございます。

また、ホットラボの関係で申し上げますと、ホットラボを用いた実験・実習というものは、

実際に物を取り扱うという観点から、非常に重要であるということは共通の認識としてある

のですが、一方でホットラボの閉鎖が進んでおりまして、利用できる施設が減少してきてい

るというのが現状でございます。 

  ちょっと駆け足になりますが、８ページ目にまいりまして、論点の４です。 
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  研究開発機関における人材の育成・確保というところに２つございます。１つ目が、研究

開発機関において基礎・基盤的研究に従事する研究者が減少傾向にあることから、こういっ

た研究者を確保するための方策を検討する必要があるのではないかということ。２つ目でご

ざいますが、これは特に原子力機構の話になりますけれども、原子力機構が建設している施

設・設備、例えば「もんじゅ」などがありますが、こういった施設を運転・保守する技術者

を一定程度確保する取り組みをしていくべきではないか。その際、産業界とも重複しますが、

シニア人材から若手への知見・技術・技能の継承を確実に行っていくための取り組みを強化

していかなければいけないのではないかということが書いてございます。 

  現状といたしましては、原子力機構での若手研究者・技術者の減少、それから、２つ目の

○でございますが、基礎・基盤的研究を行う研究者が、これは一般的にですけれども、減少

傾向にあるということ。それから、施設・設備の運転・保守にかかわる若手技術者が減少し

てきておりまして、将来、そういった設備の運転・保守の支障が生じるおそれが出てきてい

るということ。それから、シニア人材の高齢化と若手の不足によって、十分な知識伝承が困

難な状況にあるということがございます。 

  それから、１０ページ目にまいりまして、論点５です。 

  専門能力を備えた人材の育成・確保ということで、２つ○がございます。１つ目、専門的

資格を有した優れた人材を活用するという観点から、その能力、責任に応じた処遇をすべき

ではないかということ。それから２つ目、原子力安全規制機関において安全を確保し合理的

な審査を今後も継続するためには、専門的人材の育成・確保を行う取り組みというものを強

化していくべきではないかということがございます。 

  現状のところ、専門的資格を有した人に対する処遇が十分でない場合があるということは、

○の１つ目に関連するところですが、安全規制機関のところで申しますと、現在は審査等を

行う人材というのは中途採用の活用等で確保しているということでございますけれども、原

子力分野の機関間での人材獲得競争が激しくなっておりまして、なかなか人材の確保が厳し

い状況になってございます。それから、審査を行う人材を新卒の採用の方から育成をするた

めには、運転ですとか保守といった実務経験が必要なのですが、規制機関にはそのための施

設はないということから、規制機関での人材育成というのは困難という状況がございます。 

  それから最後、１１ページ目に論点６がございます。 

  「原子力国際人材の育成、及び国際協力について」でございます。○が２つございますが、

１つ目、国際機関や国際的なビジネスの場において活躍できる人材を育成するための方策を
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検討する必要があるのではないか、２つ目、我が国がこれまで培ってきた技術や知見を生か

した人材育成を国際的なビジネスモデルとリンクするための方策をとるべきではないかとい

うことでございます。 

  現状といたしまして、例えば国際機関で申しますと、ＩＡＥＡの場合、日本は拠出金の額

というのが２番目に多いぐらい出しているんですが、正規職員の数としては７番目と、また、

その正規職員の中でも上級ポストの職員数の割合が少ないという現状がございます。また、

国際的なビジネスの場で申し上げますと、国際交渉力や海外プロジェクトのマネジメント力

を有した人材というのにニーズがあるようでございます。それから、原子力発電の導入拡大

を計画している国から人材育成の協力要請というのがあった場合であっても、我が国では各

機関に個別に対応をしていただいているという状況にございます。また昨今、原子力発電プ

ラントの受注に当たって、人材育成等の基盤整備とセットでその交渉が行われる場合も出て

きておりますが、国内機関ではこのような対応ができておりません。こういった状況を踏ま

えまして、今のような点をまとめさせていただいております。 

  以上６点を論点としてまとめてございます。以上でございます。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

  それでは、続きまして、ご参集の有識者の皆様から、まず、お一人５分程度でご所見をご

開陳いただき、その後で、論点ごとにご議論をお願いしたく、辻倉さんからお願いします。 

（辻倉主査）辻倉でございます。 

  お配りしてございます資料１－２－１号、「原子力人材育成関係者協議会」と書いており

ます資料に基づいて、ご報告をさせていただきたいと思います。 

  表紙をおめくりいただきまして、ご承知のように、この協議会は、その前身に当たります

原子力人材育成の在り方研究会が平成１８年度にございまして、この研究会では、当面の人

材育成プログラムを構築しましたが、もう少し幅広に継続的に議論していくということで原

産協会の中に作られました協議会でございまして、平成１９年度から議論を重ねてきており

ます。 

  １ページでございますが、これまで取り組んでまいりました活動から抽出されました課題

を挙げております。 

  １番目は、人材育成は人材育成そのものの直接的な活動の前に、まず、原子力に対する関

心を高めていくことから入っていくことが大事であるということで、原子力に対する理解と

信頼の醸成、魅力の伝達について、課題として抽出しております。 
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  ２番目は、初等中等教育段階でございますが、小学校、中学校という段階で、エネルギー、

原子力に対しての正確な知識を与えていく。さらに、正確な知識を与えていく過程から、原

子力を志向するような動機づけをしていくことが必要ということでございます。あわせまし

て、この分野での活動は学校教育だけではなくて、非常に幅広いものがございますが、外部

からの支援活動について連携をしていくことが大事だということも課題として抽出しており

ます。 

  ３番目は、高等教育段階でございますが、先ほどの論点と大分重なっておりますが、原子

力工学教育基盤の劣化への対応ということで、ここ数年来、原子力工学教育に対する基盤の

劣化が指摘されております。その後に書いてありますように、教授人材の高齢化、その後継

者不足、それから、教育施設の老朽化等がございます。あわせて、教育の仕組みそのものに

対しましても、教育貢献の評価でありますとか、例えば原子力関係では多くのコード類の作

成等も活動としてありますが、そういう活動に対しての貢献に対する評価が不十分であり、

原子力工学そのものが非常に希薄化しております。体系的な専門教育の提供やコースワーク、

どのような講座をどのように組み合わせていくのかといったようなことの充実、このような

ことが大事であるということを指摘しております。あわせまして、原子力は原子力工学だけ

で成り立っているものではございません。電気、土木、その他様々な学科がありますし、文

系の学生もおります。そのほかの学生への原子力の基礎教育といったようなことについての

充実も必要であるということを指摘しております。 

  ４番目の就職後は、継続研鑽、特に今後、国際展開への対応といったようなことが大事で

あるということでございます。 

  ５番目の国際人材につきましては、また別のテーマでご報告あろうかと思いますので、省

略いたしますが、ここに書いているようなことが必要だということを抽出しております。 

  ここ数年、このような形で人材育成プログラムの中で、高等教育部分に対する対応がとら

れてきているところでございますが、特に取り組みの充実が求められる喫緊の課題というこ

とで、幾つか動きがありましたことを踏まえて、さらに項目を抽出しました。 

  １つは、小・中・高等学校まで学習指導要領が改訂されましたが、この対応をきちっとし

ていくことが大事であるということでございます。 

  大学等における原子力工学教育基盤の劣化ということで、人材育成プログラム等で部分的

な手を打ってきておりますが、もう少し幅広に教育基盤の劣化に対する対応をしていくこと

が大事であるということでございます。 
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  それから、産業界への人材供給を指向する教育への転換ということで、これは大学教育の

中で大学教員の養成指向に持っていくのか、あるいは産業への人材供給を指向するのか、

種々の価値観があろうかと思いますが、発展していく原子力の産業を考えますと、人材供給

を指向する教育への転換が必要であるということでございます。 

  国際展開が急速に進んでおります。スピード感を持ってニーズに対応した進展が必要だと

いうことでございます。 

  技術継承でございますが、高齢化が進んでいる中で、先ほどもお話がございましたが、特

に暗黙知の継承についての配慮、あるいは仕組みづくり、活動が必要であるということでご

ざいます。 

  あわせて、ここしばらく議論してまいりましたのは、このような活動はそれぞれのセクタ

ーのそれぞれの機関が努力しているところでございますが、全体を最適に組み合わせて活動

していくことが必要であるということで、ネットワーク化、ハブ化でございます。ハブ化と

申しますのは、一つのネットワークを活動していくときに、コントロールタワーとなるよう

な、そういう組織づくりが必要であるということでございます。 

  次の図をご覧いただきたいと思います。この図は、原子力のエンジニアを育てていく上で、

先ほどから課題を抽出してまいりましたが、これをそれぞれの段階に整理した図でございま

す。 

  一番下にありますように、まず、社会的基盤の段階ということで、原子力に対する必要性、

将来性というようなものを十分浸透させていくことが必要でございます。そのような活動が

それぞれ行われておりますが、これを充実したものとしていくために、醸成活動のネットワ

ーク化が必要であるということでございまして、こういうことを踏まえて、初等中等教育段

階、高等教育段階、実務段階というように、順次、原子力の人材育成について手順を踏んで

いくことが大事であるということで整理しております。 

  例えば初等中等教育段階でございますと、工学、エネルギー、原子力等への志向を育成す

るということで、そのような教育、育成するために、その下に掲げておりますような対応を

していくことが必要ということでございますし、右側、そのような志向を育成するとともに、

この段階でどのような能力あるいは資質を付与すべきかということにつきまして、新しい学

習指導要領に基づいた正しい知識の付与でございますとか、あるいは、それに関わります教

員への研修、あるいはその情報提供、こういったようなことが大事だろうということを初等

中等教育段階の活動としてまとめてございます。あわせて、このような活動をシステム化し



－9－ 

ていくことが必要であるということで、やはり支援と支援のネットワーク化ということを書

かせていただいております。 

  高等教育段階につきましては、生き方の意味や、あるいは職業を考えて、原子力分野を就

職先に志向していくといったような具体的な段階に入ってまいります。それに応じた活動と

原子力分野で働いていく上で必要な専門知識、あるいは判断力、思考力等の育成をしていく

ことが必要でございまして、そのために打つべき手立てといったようなことをその右側に書

かせていただいております。 

  実務段階に入りますと、原子力分野の中で働いて貢献していただくわけでございますが、

世界的に活躍できるとか、キャリアアップをしていくことを志向していただくことが必要で

ございますし、その分野での専門的な知識の研鑽、動機・意欲づけといったようなものが必

要であるということでございます。 

  このようなことを効率的に、体系化していくためには、まず、人材育成全体の体系を統括

するようなネットワーク、恒常組織の構築が必要であるということを右側に書かせていただ

いております。さらに、それぞれの段階で人材育成の活動がされていくわけでございますが、

こういう教育活動のシステム化、さらに、どのような仕組みで日本の教育が行われているの

かということを外から見た場合に見えるような可視化が必要であるということを右に書いて

ございます。 

  １枚おめくりいただきまして、先ほどのネットワークとハブの概念のイメージ図というこ

とで、例えば高等教育あるいは研究のハブということで、左側の上に黄色で示しております。

それぞれの大学が持っております非常に特長的な資質、それをそのままネットワークに入れ

ることによりまして、原子力工学全体に対する抜け落ちのない、またレベルの高い、そうい

う体系を構築するためのネットワークとハブといったようなものが考えられるということで

ございます。また、右側にございますように、初等中等教育、民間から官界まで含めて様々

な活動がございますが、横のつながりがなく、ばらばらに行われているというところがござ

います。こういったようなものも横通しをして、コントロールタワーが全体を俯瞰すること

で、効率よく横通しや活動がされるといったようなことが見えてまいります。 

  同じようなことは国際的な分野、あるいはその実務段階といったようなところでも提案で

きると考えております。 

  最後に取り組みの視点ということで、今申しましたことをまとめてみました。 

  上から、理系、特に工学系への進学者を増やすための取り組みの強化。それから、原子力
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の必要性、安全性などの正確な知識の教育、伝達。原子力の技術、研究、産業などの魅力あ

るいは将来性、こういったことを社会、特に若い世代に伝えて、学生の原子力への志向性を

向上させることが必要であるということでございます。それからまた、原子力専門教育の体

系再構築と充実強化。以下、列挙しておりますが、申し上げたいポイントは８番、９番、１

０番でございまして、人材育成活動の機能に応じたネットワーク化、及びその中心となりコ

ーディネート、コントロールするようなハブの設立といったようなことをやっていくことが

必要であると申し上げております。さらに、教育は戦略的に、なおかつ恒常的に進めること

が必要でございまして、９番でそういったことを提言してございますし、あわせて、諸外国

から見ましたときに、我が国がどのような体系で教育をしているのかといったようなことが

言えるような体系化と、それを見せていくといったような可視化、こういったことが重要だ

ろうということを議論してございまして、このような内容を今、協議会の中では、今年度の

レポートとしてまとめるべく作業しているところでございます。 

  以上でございます。 

（近藤委員長）ありがとうございます。 

  それでは、続いて齊藤さん、どうぞ。 

（齊藤教授）それでは、最初の短い５分の中で、各論点については後でまた議論があると思い

ますので、２つの観点からご説明、ご報告申し上げたいと思います。１つ目は連携というこ

とです。これは特に産学の連携という観点からお話をしたいと思います。２つ目は国際化と

いう観点からお話をしたいと思います。 

  まず、連携についてですけれども、私は大学の人間ですので教育という観点から考えてみ

ますと、やはり教える側と教えられる側の信頼関係がないと教育というのは成果が出にくい

と。特に教える側の情熱というのは教育においては非常に重要であるというのは実感でござ

います。研究も確かに情熱というか、そういう精力をかける必要があるんですが、研究の場

合は２、３年、場合によっては５年ぐらいで大体成果が見えてくる。教育は、やはり１０年、

２０年かけて成果が見えてくるという、そこに大きな研究と教育の違いがあると思います。 

  東工大は１９５７年に大学院を設立しました。京都大学、それから大阪大学と同時に、大

学院から日本の原子力教育が始まったわけですけれども、先回、もう５０周年を迎えました

けれども、東工大は一切その間、名前は変えておりません。その間、各大学、いろんな大学

が原子力関係の教育学部、大学院を設立しましたけれども、最近見られるように、名前をど

んどんどんどん変えてきている。 
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  何でこういうことが起こってきているのかというところを、やっぱり分析する必要がある

んじゃないかなと思います。確かに非常に厳しい時代があったわけで、その一つは、やっぱ

り卒業生の数と企業が採用する数に非常にアンバランスがあったと。卒業生に対し３分の１、

４分の１ぐらいの採用数しかなかったので、原子力からどんどんどんどん離れていった原因

がある。今般見ますと、逆に産業界いうのは人材不足になってきている。わめき始めている

というか。原子力の教育のほうは衰退し始めているときに産業界は人がいない、人がいない

と言っていると。何でこういうことが起こるのかという。私は、やはりそこの連携が非常に

不足している、コミュニケーションが非常にない。もう一つは、これは量的な問題だけでは

なくて質的に、一体産業界はどういう原子力人材を望んでいるのかというところが明確でな

い。 

  私、今、就職担当していますけれども、就職の資料は持ってくるんですが、年俸幾らとか、

そういうことは書いているんです。資料の中を見ると会社のパンフレットがあります、こう

いう製品をつくっていると。だけど、どういう人材が欲しいんですかと。長期的に、今回だ

けじゃなくて、どういう人を将来また欲しいんだという話が、ほとんどコミュニケーション

がないという。いわゆる連携不足というのは、もうありありとあると思います。 

  それから、もう一つは、国際化の観点から申し上げますと、国際的な人材育成をする場合

に、国内の人材あるいは海外の人材をどうするかという観点においては、やはり国益という

のを常に考えながら、いろんな国と競争していかないかんという立場にあるということも考

えて、あまりボランティア的だけの精神ではやっぱりいけないんじゃないかと。それにおい

て、やっぱり産業界と大学、あるいは国も含めて一致団結する。ここにもまた連携があると

思うんですが、そういう連携体制を組んで、将来を見ながら人材育成をしていくということ

が必要じゃないかと思います。 

  もう一つは、先日、ＡＲＥＶＡの本社に学生を連れて行ってきました。人事担当の人とお

話をして、インターンシップを受けてもらえるかという話をしたところ、これももちろん受

けますと。場合によっては奨学金も出してくれるということなんですが、もう一つ聞いたの

は、就職はどうなんだ、国籍は関係あるかと聞いたら、国籍は問題にしませんと、要は人で

す、人材ですという、それがまず重要なことですと言われていました。だから、そういう観

点でも、日本の産業界の受け入れ方というのも、多少やっぱり考える必要があるんじゃない

かなと思います。 

  最初の論点は、ここでご説明をおわりたいと思います。 
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（近藤委員長）どうもありがとうございました。 

  それじゃ、続いて杉本さん、お願いします。 

（杉本センター長）事務局のほうから、論点２、５、６あたりからということでございました

が、論点の５と６についてコメントを述べさせていただきたいと思います。 

  下、２ページ目でございますが、原子力機構で平成１９年から２０年にかけまして技術系

職員の人材育成について協議する協議会というのを設けて、２年ぐらいかけて以下のような

課題の認識と対応策というのを挙げております。 

  ちょっとご紹介させていただきますが、１番目は、多分民間なんかに比べて私ども、人材

育成の重要性の認識が非常に薄かったということがございまして、その重要性の共通認識。

私ども、先ほどの話にもありましたように、人やお金が減っている中で、外部から期待とか

ニーズというのはどんどん高まるばかりで、それを解決するには一人一人の技術力、能力を

向上させる以外に解決の道はないということで、そういう環境の醸成というのがまず第一で

ございます。 

  人材育成に関する総合的な検討の場というのを協議会として設けるということも２番目に

書きました。 

  あまり進んでいないんですが、人材育成に関して、例えば自分の部下もそうなんですが、

中の研修所でも講師でありますとか、東大の協力での講師とか、そういう人材育成への貢献

を正当に評価しなきゃいけないのではないかということで、一部進んでいるのですが、これ

の整合性ある施策を今進めているところでございます。 

  ４番目に、各職場で人材育成計画というのを、職場ごとにそれぞれ事情違うわけですが、

ＯＪＴが主ですが、それを補完するＯＦＦ－ＪＴ等をバランスよく組み合わせるということ

で、各職場毎にそういう計画をつくって、それを個人ごとにまで反映するようなことを進め

ているというところでございます。 

  その次は、人材育成に関するデータベース。どの専門分野でこれまでどういう技術的な研

修をしてきたとか、そういうようなものをつくって今後の育成に役立てるというような整備

を今進めているところで、第１バージョンはもうできているところでございます。 

  私ども研修センターで職員研修もやってございますが、そのニーズ調査に基づいた効果的

な取組を進めているところでございます。 

  最後から２番目、技術開発能力認定制度という、これ、実はあまりまだ進んでいないので

すが、最後の国家資格制度をバックアップする制度ということで、今までなかったんですが、
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例えば原子炉主任技術者の資格を取ると３０万円出すとかですね、その資格によって多少金

額違うんですが、そういうのも導入しているところでございます。 

  続きまして、３ページ目でございますが、この論点５のところで、原子力安全規制分野の

専門的な人材の育成ということで、実は保安院と基盤機構さんのほうから、ＯＦＦ－ＪＴの

若手職員の技術研修をしていただけないかという話が２０年度よりございまして、進めてい

るところでございます。２２年度は新入の職員についてもこのような研修を私どものセンタ

ーで進めるということになってございます。 

  私ども、先ほどお話にありましたように、施設がございますので、実際の現場を体験でき

るということで、非常に好評であります。新たな研修コースを全くつくるのは講師の手配と

か大変なので、一般研修という３カ月のコースがございまして、その中の１カ月を一緒に受

けていただくというふうに、ちょっと組みかえをやったんですが、そうしますと、電力さん

とかメーカーさんからの研修生と一緒にやるということで、異分野間の情報や経験の交流と

か、そういう人的ネットワークの拡大にも寄与しているということでございます。 

  ただ、課題として、私、実は最近、放射線防護の関係者から聞いたんですが、ある電力さ

んらしいんですが、中性子線の測定というあまり意味ないようなことを検査官が言い出して。

ただ、なかなか、あまりよく知らない検査官なのでしょうけど、そういうことを言っても現

場で何か反対できないということで仕方なく中性子の測定をやっているというような話を聞

きました。中性子線の測定、もちろん難しくて、そういう実例があるということでございま

す。私どもの講義の中で、例えば日本の稼働率は６０％程度で、欧米なんかは今９０％以上

であり、その理由の全部ではなくて、ある部分が不必要な規制にあるのではと言うような、

一般論では、あまり無理な規制しないようにと言っている訳ですが、こういうもっと具体的

な例で言わなきゃいけないのかなと、最近反省しているということでございます。 

  続きまして、国際的な人材の育成、協力ということでございますが、先ほど辻倉さんのご

説明した関係者協議会の中に幾つかワーキンググループがありまして、原子力人材育成の国

際的対応に関するワーキンググループでは、私が主査を務めさせていただいてございまして、

齊藤先生もそのメンバーに入っていただいているんですが、そこで今、報告書を今月いっぱ

いにまとめるということで、取りまとめ中でございますが、その中から提言ということで、

ご紹介させていただきます。 

  大きく４つあるのですが、１つが、国際性ある原子力人材育成の環境整備ということで、

ここに書いてございますが、５点ありますが、例えば３番目に、国際会議の招致や大型の研
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究施設の国際拠点化等、国内にも国際的な環境をつくって、そんなのもどんどん進めるべき

ではないかとか、インターンシップ等への若手の参加の支援制度の拡充というようなことを、

個々の具体例を出して提言させていただいております。 

  提言２が、我が国の国際的プレゼンスの向上、日本人の海外展開、国際機関派遣というこ

とで、例えば２番目にございますように、国際機関ＩＡＥＡ等への、枢要なポストを国を挙

げて戦略的に獲得していくというようなこと、外国から帰国した日本人のポスト、処遇も含

めた有効活用という、そんなようなことを提言させていただいております。 

  ５ページ目が提言３でございますが、国際人材育成のためのネットワーク化ということで、

先ほどのお話にもありましたようなネットワーク化、ハブ化という、そのための中心的な推

進組織の設立。あるいは３番目にありますような、アジアの研修終了者のネットワーク化と

一元管理のためのデータベースということを関係者が共有するということでございます。ア

ジア関係のネットワークの中核となるような実施主体の創設も提言してございます。 

  提言４がアジアの人材育成の話でございまして、齊藤先生のご説明にもありましたように、

１番目にありますような原発新規導入国に対する人材育成支援・協力の意義とか目的を、今

まで以上に、単に協力・支援というよりは、競争の観点も含めて、そういうのをもう一度明

確化して、国の主導で推進すべきではないかと。２番目のシニア人材も、こういう分野にお

ける活用でありますとか、４番目にございますが、グローバル・エリートコースの創設など、

新しいアジア地域に向けた連携を進めてはということを提言してございます。 

  最後に、図が２つございますが、６ページ目は、原子力の国際的な人材育成のニーズを１

０項目に分けて、こういう観点から国際的に活躍できる我が国の人材、あるいは一部、アジ

アでの人材育成というような、例えば、縦軸が民間主導、横軸が国主導と書いていますが、

一番上のほうに、原子力ビジネスの国際展開の観点から活躍できる人材が求められるような

図でございます。 

  最後の７ページ目が、これは文科省さんから以前ご説明あったと思います、そのための予

算化がある程度できてございまして、国際原子力人材育成イニシアティブの実施体制という

ことで、国の原子力委員会、文科省、経済産業省のもとに私ども原子力機構と原産協会が共

同でハブをつくって、このような原子力人材育成に関するネットワークを今後展開していこ

うという案でございまして、これは先ほどの辻倉さんの示された図と基本的に同等なもので

ございます。 

  以上でございます。 
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（近藤委員長）ありがとうございました。 

  では、続いて曽我部さん、お願いいたします。 

（曽我部理事長）それでは、私は原子力規制人材に絞りまして意見を述べさせていただきたい

と思います。資料１－２－４でございます。 

  規制人材につきましては、この原子力大綱でも触れられていないし、また、公の場であま

り深く議論されたテーマではありません。しかし、大変重要な事柄であると認識しておりま

す。 

  まず、規制インフラですが、これは明確に定義されてはございませんが、構成要素として

は、この３つ(組織体制、法制度、人材)が重要ではないかと。組織体制には、多分ＪＡＥ

Ａさんの安全研究基盤機能、研修機能等もここに入るのだろうと思います。法制度には当然、

広い意味での安全基準なども入ります。人材が一番重要でございます。質と量がございます

が、特にその質、専門性のところが非常に大事です。これらがそれぞれきちんと整備され、

うまくかみ合って、回ってこそ効果的・効率的な規制の必要条件が整うということで、大変

重要であると考えます。 

  それから、特に対外的にみますと、先ほどからいろいろご意見が出ていますが、原子力ル

ネッサンスとグローバル化の進展に伴って、原子力の安全の確保は国際間で協力して、協調

してやっていくべしという意識が、非常に強くなっており、日本は、原子力先進国として、

しっかりした国際貢献をしていくべきであると思います。 

  また、新興国への技術支援、これもＵＡＥのプロジェクトが受注できなかったということ

で話題にのぼっております。新興国は規制インフラが十分整っていないのですけれども原子

力はつくりたいということで、ものづくり、それから運転・保守だけではなくて、規制イン

フラも含めたワンパッケージでの支援が求められているところでございます。これも世界の

先進国に負けない、きちんとした規制インフラが必要であり、世界に負けない一流の規制イ

ンフラを持っているということが非常に重要であるというふうに考えております。 

  その中で、人材についてはどうかということでございますが、技術支援機関、行政に対し

て技術的・専門的に支援するＴＳＯ、テクニカル・サポート・オーガニゼーション、もしく

はテクニカル・セイフティ・オーガニゼーションでございます。広くとらえますと、大学の

先生方とか研究機関の専門家なども入るのでございますが、ここでは狭く取り上げまして、

ＪＮＥＳの状況につきまして紹介させていただきます。 

  ＪＮＥＳは独立行政法人として平成１５年１０月に設立されました。職員規模が約５００
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名近い、原子力の安全を専門とする公的機関の設立は、５０年の原子力安全行政の中では、

私は極めて画期的なことであると考えております。いろいろな仕事をしておりますが、基本

的な役割は安全性に関する最新の技術情報、知見を提供していくことであるということで、

専門性が非常に重要でございます。組織の意義は３点、専門性、総合性、独立性でございま

す。総合性は、私ども、安全研究から検査まで、すべてやっておりまして総合的にと。独立

性は、行政機関とは一線を画して、技術的、専門的にものを言っていくということを意味し

てございます。これまで６年半の実績からみて、私は、こういうＴＳＯというのが国民にと

って非常に価値のある組織であるということを示すことができたものと思っております。 

  したがいまして、経済産業省の規制行政にとってみますと、原子力安全・保安院とＪＮＥ

Ｓとの連携によって規制インフラは充実したものになっていると考えております。量的な面

では約８００人で、これは、アメリカのＮＲＣは別格でございますが、フランスや韓国と比

べて、原子炉当たりの規制人材の数という、ごくごく大ざっぱな人数で比較しましても、似

たようなレベルであるかと思います。質的な面、これは当然、安全面に関する専門知識とし

ては、電力やメーカー、ゼネコンの専門家に負けないレベルが必要であるというふうに考え

ております。ＪＮＥＳの創設によって、これについては相応するレベルが確保されており、

非常に手厚くなっていると考えております。 

  ただ、残念ながら、国民一般はもとよりですけれども、原子力関係者の間でも、このＪＮ

ＥＳの存在は、意外に知られていないと、私どもＰＲが非常に下手でございまして、よりし

っかり認識していただく必要があると思っております。 

  ＩＡＥＡでは、各国のＴＳＯというのはそれぞれありようが千差万別でございますけれど

も、安全確保におけるＴＳＯの役割の重要性を高く評価しおり、その活動を支援しておりま

す。その一環として国際会議であるとかネットワーク化を進めています。ちなみに、ＴＳＯ

の国際会議、第２回目でございますけれども、１０月に東京で開催されます。 

  以上のことから、規制人材の問題は、こういう技術支援機関における専門性をどう確保す

るかということに尽きるかと思っております。広く言えば、先ほど申し上げましたように、

大学の先生方とか研究機関の専門家も入ると思いますけれども、ここでは一応ＪＮＥＳでの

課題について申し上げます。ＪＮＥＳの専門家の多くは、電力やメーカー、ゼネコンから来

られた方でございまして、平均年齢が五十一、二歳で、そのピークが５０代後半ということ

で、高年齢化が進んでいますけれども、この人たちというのは、原子力の全盛期を支えた、

私は「黄金の世代」と言っておりますけれども、非常に優秀な方々でございまして、現在は
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大丈夫でございます。５０代後半なんてまだまだ若いと、７０まで働けと言っております。

しかし、制度的に６０歳が定年になっておりまして、再雇用も６５までなので、この黄金の

世代がいる間に技術水準を維持しながら若返りを図るという、今大きな課題があります。 

  また、ここに掲げております４つについて取り組んでおります。新人の育成、それから、

大学や民間企業等との交流、即戦力の中途採用、高年齢者人材の活用の4つです。 

  このうち、新人の育成でございますが、新人はとれます。とれますけれども、私ども、検

査の分野では現場がありますので、自分たちで育てられますが、それ以外の分野では現場が

ございませんので、民間企業の現場で研修させていただきたいということで協力を要請して

おります。しかし、なかなか難しい状況になっております。 

  それから、この大学関係機関、民間企業との交流というのは、主として専門家の出向者を

受け入れていくことで、即戦力の中途採用も同じです。民間企業は、それぞれビジネスで走

っておりまして、人材の囲い合いが始まっております。いい意味での競争だと思いますが、

なかなか優秀な人材を、特に一線級はもう出してくれなくなっているという状況で、非常に

難しくなってきております。 

  唯一の望みが高年齢者人材の活用ということで、現在、私ども７３歳が最高齢だと思うの

ですけれども、６５を過ぎても毎年毎年の契約で、能力があって健康で意欲のある人につい

ては、ぜひ公的な機関でその能力を生かしていただきたいと、申し上げるところであります。

是非、高年齢者人材については、メーカーや電力さんも比較的出しやすく、他機関に出せる

割合が高くなってくるのではないかと思いますので、こういう部分においてネットワーク化

をするといいますか、何らかの協力体制を取っていただければ、私どものような公的な規制

機関はありがたいと思っております。 

  そのほか資料を添付しておりますが、ごらんいただきたいと思いますが、以上でございま

す。 

（近藤委員長）どうもありがとうございました。 

  それでは、お待たせしました。野元さん、お願いいたします。 

（野元マネージャー）ご説明させていただきます。 

  私がここでご説明することの意味合いというのは産業の現場におります女性として、それ

から、産業の現場で働いている者の立場から見えるものということでお話をいただいている

と思いますので、そのような立場から、私なりの立場で見えているもの、お伝えしたいと思

います。 
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  まず、論点１に対しまして、人材交流をすることによる新たな知見・観点の導入に関して

というのも、特に女性活用の観点からも、私の立場から見えていることでございますけれど

も、多様な人材の参入を目指すということは、より広い範囲からの有用な人材の確保が可能

になるということで、広く有用な方が集まってこられて、非常にレベルが上がるという面で

有効だというようには感じております。ただ、それを可能にするためには、新しく参入しよ

うとする人材、特にマイノリティーに対しましては、障壁を設けないというのが大事であろ

うというように考えてございます。 

  その上で必要なことでございますけれども、○の２番目に書いておりますけれども、処遇

を公平にするということは、もっとも大前提にあるというふうに考えております。この際、

少し誤解されがちなんですけれども、その際に厚遇するというようなことは必ずしも必要で

はなくて、公平性が保てればそれで十分であるというふうに考えてございます。それととも

に、制度ですとか職場環境への能動的な改革、女性ということで特化して申しますと、例え

ば育児中の者への制度的バックアップなんていうのが一般的によく言われることですけれど

も、そのようなものに対する対策によりまして障壁を解消する取り組みを行うということは、

それを行うことで働きやすくなるという、その有効性に加えまして、そういう向上される状

態であるという職場環境への信頼感が向上するという点で、有効であるというふうに考えて

います。ただ、これらの処遇の公平性ですとか、職場環境への改善の取り組みというのは、

現在の原子力の職場におきましては、官に近い職場であられるところですとか、大きい母体

の企業体が多いということで、比較的取り組みの進んでいる例が世間一般に比べては多いん

じゃないかというふうに感じております。 

  ただ、とはいいながら、原子力の分野におきまして、女性がおりましても、少ないという

のは事実でございまして、これが何に起因するのかというのは、私も分析したことはござい

ませんけれども、ちょっと感じていることということで申し上げますと、数が少ないという

こと自体が障壁となっているのではないかというように私は感じております。これが何をも

たらすかといいますと、ロールモデルの欠如ということで、特に若い人は多くの場合、参入

しようとするときに確固たるキャリアプランを持っているわけではないので、そのような実

例がないという場合には将来図を描きにくいというような姿勢があるのではないかというふ

うに考えています。また、そういうふうな少ない現状というのを外から見たときには、制度

や職場環境への信頼感の低下をもたらしていると。実は働きにくいところなんじゃないかと

いうような、誤解という言葉を使っていいのかどうかわかりませんけれども、そういうよう
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なものをもたらす要因があるのではないかというふうに考えてみました。 

  そこの下の矢印で、数が少ないことを障壁としないためにということで書いてございます

けれども、数は少ないけれども、そのような障壁はないんだよということをアピールすると

いうのも大事だろうとは思いますし、また、結果を早急に求めずに、継続して門戸を開き続

けていくというのは非常に重要で、「少ないよね」、「やめていくよね」であきらめてしま

うということがあってはちょっと続かないというように考えております。これ、気の長い取

り組みが必要なんだろうなというふうに感じているということでございます。 

  次でございますけれども、特に女性ということからまたちょっと外れまして、他分野との

交流の観点ということで、その現場で働いております実感でございますけれども、原子力発

電所、私、電力会社で働いておりますけれども、用いられております技術は、炉物理等の原

子力固有の技術とともに、各基盤技術―機械ですとか、電気ですとか、化学ですとか、材

料ですか―に根差したものの集合体として本当にあるのだなということを実感してござい

ます。既に実績として、各基盤技術分野それぞれの専門家が各技術を担うことで成立してい

るということがございますので、一般産業ではこうであるということが必ずしも当てはまら

ない原子力分野の特殊性というのが、各分野においてあるわけなんですけれども、それぞれ、

原子力ということで囲い込むというようなことではなしに、各分野で原子力関係以外にかか

わる方の交流というのはあってよいのではないかというふうに考えているということでござ

います。 

  最後でございますけれども、産業の現場における人材の育成・確保についての意見でござ

いますが、現場にいる者の感覚として申し上げますけれども、原子力発電所の信頼性という

のは、管理にかかわるような、研究ですとか、管理する者もさることながら、現場作業にか

かわる、携わる技術者・技能者の方に大きく依存しております。現場技術力向上や人材育成

の取り組みというのは種々なされているところでありますし、なんですけれども、そのよう

な、そういう方々の技能を上げるという試みとともに、現場第一線でそういう技能を持って

支える人が認められると、メンタルな面で認められるということは非常に重要なのではない

かというふうに考えているということでございます。技術者・技能者として相当のレベルを

持つ方が、現場において尊敬され、社会的に認められるということは、後に続く者の励みに

なりますし、それを目標とすると、優秀な人材の参入を促すという面があるのではないかと

いうふうに考えております。 

  以上でございます。 
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（近藤委員長）どうもありがとうございました。 

  それでは、幾つかの論点に絞って、意見交換をさせていただければと存じます。最初に事

務局が説明に使いました資料にある論点のうち、論点２、５、６をご議論いただきたく、ま

ず、論点２ですが、これについては、野元さんが最後にお話しになったポイント、非常に大

事なご指摘と思いましたが、問題があるということを前提にお話しされたのか、こうすれば

いいということだったように思うところ。もう一遍、お聞かせいただいた方が良いかなと思

ったんです。論点２の、産業界における人材の育成・確保については、他の方もふれられた

のですが、私は、野元さんの最後の「尊敬され、認められること」ということに関して、い

ま尊敬されたり認められていないのかと心配になりましたので、そこから入りましょう。ど

うぞ。 

（野元マネージャー）現場におられる方は、もちろん非常にプライドを持って働いておられま

す。働いておられるんですけれども、一つは、原子力だということで社会的に自分は認めら

れないんではないかという、不安感を持たれているという点が少しあるということを聞いた

ことはございます。私はここの職場を守っているんだというプライドは持っているんだけれ

ども、じゃ、私をどうやって認めてくれるんだというような少し思いを非常に経験を持った

技能者の方はお持ち。そういう鬱屈した状態にありますと、周りがわっと尊敬するような雰

囲気にないものですから、それに周りの若い者が、ああ、ああいう親方になるんだというよ

うな感覚を、できたら抱くのが理想だと思うんですけれども抱きにくいところがあるのかな

というふうに思っております。 

（近藤委員長）わかりました。 

（齊藤教授）ちょっとよろしいですか、関連して。 

  先ほどもちょっと申しましたけれども、ここの分析を見ますと、ニーズ側からはかなり分

析があるんですが、そうなってくると供給する側のことがあまり考えられていないなという

のが一つの印象でありまして、もう一つは、教育というか、教える側の話と教えられる側の、

先ほど私は信頼関係と申しましたけれども、教える側は、私たちはどっちかというと教える

側なんですけれども、その教える側のやり方で教えていると。つまり、教えられる側にとっ

ての立場に立った教え方というのはあまりできていない可能性があって、個人にとって、教

えられる側にとって魅力があるような教え方をやっぱりしていく必要があるんじゃないかな

と。 

  例えば、私たちがやっていることを見習っていけばいいんだなんていう教育は今はもう古
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臭くて、背中を見て育つわけじゃないと、それは美しい誤解だと私は思うんですが。 

（近藤委員長）実際、あまり美しくないしね。 

（齊藤教授）やはり一人一人の個性があるわけですから、マスプロ的ではなくて、やっぱり個

性個性に合った教え方、教育の仕方を、ケアをしていく必要が私はあるんじゃないかなと、

そういう感じはしています。 

（近藤委員長）お話し、少し幾つかのことがこんがらがって聞こえる。一つはマーケットイン、

市場のニーズに応える教育しないといけないと。 

（齊藤教授）はい。 

（近藤委員長）しかし、今最後におっしゃったのは個性というか教える相手との関係ですから、

個人的な観点ですね。問題になるのは。 

（齊藤教授）はい。 

（近藤委員長）そこはマーケットインということとつながりませんね。 

（齊藤教授）ちょっと違います。 

（近藤委員長）個の期待する教育とマーケットインとは重ならないとすれば、どっちを選んで

いるのですか。 

（齊藤教授）具体的に申しますと、私たちはそういう教育のやり方に、例えば、教える側と教

えられる側の信頼関係をもっと持って教育をしましょうということで、昨年度から一人一人

の個性を磨いていくというふうな教育プログラムを立ち上げました。それは、細かくはちょ

っと申しませんけれども。 

（近藤委員長）企業秘密ですか。 

（齊藤教授）文科省から３カ年の計画でやらせていただいておりますけれども、原子力に来る

学生は、いろんな分野の学生が来ます。材料ベース、電気ベース、機械ベースという興味を

持って来ますので、一人一人の個性を見て、どういう方向に進みたいかというのを、よく面

談をしながら、言ってみればクラス担任みたいな立場の先生をつけて、それでその教育をし

ている。どの単位を取ったらいいとか、どういう方向に就職したらいいとかという、そうい

う相談に乗っていると、そういうシステムを今やっております。 

（近藤委員長）いまだ理解に至りませんが。 

 はい、辻倉さん。 

（辻倉主査）野元さんのご発言のポイントは、私も極めて共感するところがありますので、一

言コメントさせていただきたいと思いますが、社会における原子力の位置づけの認識、原子
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力の中における現場技術者の認識、これが正当に評価されるかということに根差している部

分が、結構本質的な部分があると思います。したがいまして、人材育成ということに入る前

に、原子力の産業が社会の中でどういうものか、原子力の中で現場の技術者がどういうもの

か、こういったことに対する認識と評価、これが正しくされていくことが一つポイントだと

思います。 

（近藤委員長）だれの責任を言っているんですか。社長さんの責任を言っているの。 

（辻倉主査）これは、社長だけの責任でもなく、全員の責任だと思います。したがいまして、

私の資料の最初にある、これまでの取組から抽出された課題のトップに、「原子力に対する

理解と信頼の醸成、魅力の伝達」ということを書かせていただきました。人材育成とは非常

に遠いのかもしれませんが、このあたりからきちっと手を打っていかないと、健全な人材が

育成されないのではないのかという思いで書かせていただいております。 

（近藤委員長）はい、大庭さん。どうぞ。 

（大庭委員）よろしいでしょうか、少し昨日の話とダブると思うのですが。 

  原子力に携わる方々が一生懸命その現場で働くというのは、非常に社会にとって大切なこ

とだと思います。ただ、私は原子力が専門ではない原子力委員なので、ちょっと一言、ちょ

っと疑問といいますか、疑問というよりも、明確にしたほうがいいんじゃないかと思う点な

んですけれども、社会で働いている人たちはみんな一生懸命なんですね。みんな一生懸命働

いていて、皆さん自分の仕事にある程度プライドを持ってやっている中で、特に原子力の人

が尊重されなければいけないのであるという主張の根拠についてお伺いしたいのです、もち

ろん原子力をやっていらっしゃる方々同士は、お互いどういう技術を持っていて、お互いど

ういうことをやっているかってわかるので、尊敬し合います。だけど、原子力に携わる方々

が、どういう役に立っていて、どこの部分でもっと尊敬されなければいけないかということ

について、もっと一般の原子力と関係ないところの人々にちゃんとわかってもらうような形

で説明をしたほうがよいのではないかという印象を私は持ちました。 

  もちろん、それは原子力が役に立っていないという意味では全くなく、逆にそういうこと

を知らない人、わからない人に強調するときに、どういうところを強調なさるのでしょうか

というのが私の質問で、あるいはコメントでもあります。 

（近藤委員長）はい、辻倉さん。 

（辻倉主査）原子力を特に認めてくださいということを申し上げるつもりは毛頭ありません。

原子力を正しく理解しましょうということであって、原子力という言葉があまりにも軍事か
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ら民生まで幅広く食い込んでいることもあり、また、特に日本の中では広島の被爆というこ

ともあり、そういう社会の組織の基盤の中で原子力が寄与するエネルギーセキュリティーや、

結果として示される日本の産業構造の強さということも事実であります。だから認めてくだ

さいということではなくて、そういうようなことになっていますということを、正しく共有

しましょうということが第一歩だと思います。 

  したがいまして、ネガティブなことだけを言うのではなくて、ポジティブなこともイーブ

ンに出てくれば、それはそれでもう極めてよろしいのですが、まだ日本もそうですし、諸外

国の原子力先進国においても未だにやはりそういう領域にも達していないということなので、

原子力を認めてくださいということではなくて、原子力というものを正しく理解するような、

そういう教育基盤から取り組んでいくべきではないのかなというのが提言でございます。 

（大庭委員）これも難しい質問なのかもしれませんけれども、そのような状況になっている責

任者というか、責任の所在はどこにあるのでしょう。 

（秋庭委員）よろしいでしょうか。 

（近藤委員長）秋庭委員、今の質問に答えてくださる？ 

（秋庭委員）いや。それは、すみません、同じ委員の立場では答えることではありませんので。 

  やっぱり社会全体の問題というのはとてもあると思います。今おっしゃったことは私も、

辻倉さんのおっしゃったことは、多分この人材育成にとって、とても大事なことだと思って

いるんですね。やっぱり魅力的な職場であり、そして、みんなが生き生きと働くところであ

れば、そこに人材が集まり、またそれを目指す若い人たちも大学で教育を受けようという意

識になると思います。また、大学の研究者も生き生きとして、将来を目指して、すごく頑張

っていけるんだと思いますが、土台というか、そこを支えている社会が、いかに原子力をや

っぱりしっかり正しく理解するかということは大事なことだと思います。さらには家庭環境

においても、母親や妻が原子力を嫌だと思っていると、仕事でも教育でもうまくいかないの

ではないでしょうか。この人達に正しく理解してもらうことが必要です。共通な意識として、

原子力についてまずきちんと把握してもらうということが大前提だと思うんですね。それと

あわせて、この人材育成ということをやっていかないと、決して育成のプログラムだけがで

きてもうまくいかないんじゃないかなという気がしています。 

（大庭委員）非常にわかるんですけれども、社会に責任がある、あるいは原子力を理解してい

ないということであれば、そのような社会を動かすような具体的な策がないとしょうがない

ので、そこを動かすのはどういうポイントをつけばいいのかということを考えないと多分全
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体的にうまくいかず、私のポイントはそこにあります。社会の原子力への理解度に問題があ

るというのはわかりますが。 

（近藤委員長）もう一つ気になるのは、正しく理解するんだと表現を使われたこと。世の中に、

これは正しいということってあるんですかって、だれが決めるんですかと。原子力関係者が

正しいということが社会にとって正しいことなんですか。これは、社会における正しいこと

論争のエッセンスなわけですよね。 

  不当な差別的扱いを受けている、レベル・プレーイング・フィールドが用意されていない

と感じるところを、それを用意してくださいということの異議申し立てというか、抗議はい

いんだけれども、ご発言が「正しい理解」がなされないという愚痴とすれば、「正しい」と

は何ぞやということについての社会的合意形成努力をしてくださいというしかない。これは

もうあなたの専門だから、そうしたらいいとおっしゃっていただいたほうがいいんだけれど

も。 

（大庭委員）それでは、質問しないでいたほうがよかったかもしれません。 

（近藤委員長）それは、ある意味では永遠の課題なんだと思っていますけどね。 

 はい、鈴木委員。 

（鈴木委員長代理）提案。今の議論に関係してくることなんですけれども、辻倉さんの資料の

３ページに、すばらしい絵がかかれていて、私、これはすばらしいと思うんですが、「必要

性、将来性、夢が伝わる」という話から始まって、「客観的な価値観を持った工学」という

ことがあるんですが、価値観というのはそもそも客観的じゃないと思います。たとえば「多

様な価値観を理解できる工学」とか、そういうことでないと多分受け入れられないと思うん

ですね。 

  私自身原子力工学科で、夢や必要性について教育を受けてきました。ところが現実は、必

要性、将来性、夢だけじゃないわけですよね。夢が壊れたときの幻滅感って大きいわけです

よ。そういう意味では、現実もちゃんと伝えるという教育も必要だと思うんですね。 

  だから、ほかの国の原子力工学の教育はどうなっているか、私、アメリカしか知らないの

でわからないんですが、先ほど原爆の話が出ましたけれども、例えば日本の原子力工学の中

で原爆の話をしているところはどれだけあるか。逆に、したほうがいいと思います。 

  だからそういう、例えばなんですけれども、原子力の技術の持っている特性というのはい

ろいろあると思うんですけれども、夢はもちろん大事なんですが、夢だけではないこともや

っぱり伝えなきゃいけないなというのが一つ。 
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  それから、ちょっと話をお聞きしていて、そういうフィロソフィーの話は置いといて、私

は先ほどの齊藤先生の産業と教育の需給バランスのお話は非常に印象深かったんですが、こ

れは、私はちょっと全体の話として、何でほかの産業の教訓というのか、そういうのをもう

ちょっと見られないのかなと。ほかの産業でも多分こういう需給バランスというのはあると

思うんですね。この長いリードタイムを必要としている技術と市場の、急に必要な場合どう

したらいいのかという、そういうバランスをどうやって解決しているのか。その辺の研究と

いうか、そういう教訓というのはあるんじゃないかと。 

  造船とか、例えば製鉄もそうかもしれないんですけれども、わかりませんが、その辺の話

がうまく、市場レベルでちゃんと解決されているはずなんですよね。原子力だけが何か特別

うまくいかないというの、何かおかしいような気がするので、その辺、齊藤先生、いかがで

すか。 

（齊藤教授）関連してですけれども、例えば造船、造船工学科なくなりましたね。それから電

気、強電関係はほとんどなくなりましたね。エレクトロニクスとか情報とかに変わりました

ね。やっぱり時代によって、そういうふうな流れはあると思うんです。 

  でも、私たちが持ちこたえられたのは、原子力教育というのは、少なくとも私、東工大は

国家戦略の一環でやっているんだという意識を、やっぱり割と持っていることがあって、し

たがって、その個人の先生の興味というんですか、今これでプロジェクト、予算とれるとか、

そういう意識よりも、とにかく持ちこたえて、少しでも頑張ろうという意識があったのが一

つ、私はあると思うんです。もし、そういうことで変わりたいんだったら、どうぞあなたは

変わってくださいと、私たちは別の人を探しますという気持ちは、少なくとも私は今持って

おります。 

  それからもう一つ、学生の最近の意識なんですけれども、原子力に来る学生は、そこに行

って、いわゆる出世してどうこうというよりも、どっちかというと、社会的な使命感みたい

なものを感じて来る人がいるんじゃないかと。 

  もちろんそれで企業に行って貢献できればいいんですけれども、もう一つは、最近の傾向

は、やっぱり国際関係の機関に就職したいという学生が目立ってきているというか。特にＩ

ＡＥＡあたり、東工大はＩＡＥＡにインターンシップで今まで１５名、博士が９名、修士が

６名、送ってきていますけれども、そういう実績もあるのかもしれないんですが、将来はそ

ういうところで働きたいという学生がちょこちょこっと見えてきているというのが、新しい

傾向だと思います。 
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（近藤委員長）それじゃ、よろしければ、論点５、専門的能力を備えた人材の育成・確保に関

して、専門的資格の問題と、規制機関の人材育成に軸足を移して引き続きご議論をお願いし

ます。 

（秋庭委員）よろしいですか。 

（近藤委員長）どうぞ。 

（秋庭委員）このこと、ここもぜひ伺いたいなと思っておりますが、ＪＮＥＳの曽我部さんが、

あるいは辻倉さんのところもそうだとは思いますが、今ちょうど資格制度をつくって、これ

からやっていこうというところなのかなと思うんですが、なかなかその資格に対して、例え

ば経営側というか、トップのほうは資格制度をつくっていこうと思うけれども、現場として

はそんな資格は要らないんだよというようなことはないでしょうか。そういうことで処遇が

うまくいかないのか、どこがミスマッチになっているのか、ちょっとお聞かせいただけると

ありがたいな。 

（辻倉主査）企業側の現場の実態でご説明申し上げますと、例えば原子炉主任技術者や放射線

取扱主任者がございます。これは業務を遂行する上で必須である資格でございます。したが

いまして、資格を持った一定の技術者を抱えることは、企業の運営上、必要な要素であって、

そういう方々に対しては、その資格がどういうものであるかということについて、例えば先

ほどお話がありました報奨金ですとか、あるいは、そういう方々がどういうランクの方で、

どういう職位を占めていくのかとか、企業のキャリアの中に組み込まれております。 

  もう一つわかりやすい例としましては、現場の実務者の資格制度でして、電事連では全国

統一の資格認定制度にしていこうということで、原技協に仕組みをつくって、今、試運用を

しております。これはいろんな意味があって、いわゆる協力企業さんも含めてインセンティ

ブを与えていくという意味もありますし、現場の作業ですから一定の品質を確保していくと

いうことも必要でして、一定の品質の方に必要な重要度ランクに応じた仕事をしていただく

という仕組みづくり、ＱＭＳの中できちっと位置づけていこうと、そういう流れで動いてお

ります。 

  非常にわかりにくいのは、技術士のような非常に高度なエンジニアリング能力を持った技

術者に対する資格制度があるわけですが、こういう方々が企業の中でどういう仕組みに組み

込まれて、どう評価されていくのかという部分については、仕組みとの相対でいうと接点が

ないものですから、評価については非常に、はっきり申し上げて不確定というか、何もない

と申し上げたほうがいいのかもしれません。個人の資質として認めているところまでにとど
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まっていて、こういうものは原子力産業の中でどういう形で位置づけられていくのかという

ことが大事かということの議論もしております。 

  まだ形にはしてきておりませんけれども、例えば許認可の中で、構造強度の評価みたいな

ものがございますが、これは非常にコンベンショナルな、もう数十年やってきた、割と定型

的なものです。このようなものは我々民間サイドから見ると、お役所の認可をいただくとい

うプロセスの前に、そういう専門家の方々のプロセスの中でレビューをされたものであるの

なら、いわゆる社会的には認知された、そういうドキュメントになっているというようなこ

とを仕組みとしてつくろうとしています。仕組みができあがってくると、そういう専門家の

方々の位置づけというものが形で定まってきて、そういった仕組みの中で役割を果たしてい

くことで、非常に専門性のある資格そのものが社会から見たときに価値を持ってくるという

ことになるかなと思っています。世界的に見ると、そういう専門性を生かした形での社会の

仕組みというのは、標準というか、そういう潮流になっていますので、日本でもぜひそうい

う形に持っていけたらという考え方でおります。 

（近藤委員長）曽我部さん、どうぞ。 

（曽我部理事長）私ども、特に資格を新たにつくろうとか、資格を特に重視しているというこ

とはございませんが、一つは、新人教育を考えた場合、１０年間で一人前になれと言ってお

ります。一人前になるために、まずドクターを取りなさいと、それから英語教育ですね。１

０年で世界どこへ行っても渡り歩けるような技術力を持てと、別にＪＮＥＳだけにこだわる

ことはないと言っております。 

  それから、検査員はかなり厳格にその資格要件がございまして、一定の研修を経て合格し

なければ検査員になれません。 

  そういうことでございますが、一番大事なのは、やっぱり処遇です。この人材も、建前は

いろいろありますけれども、基本的に処遇です。ＪＮＥＳの場合も、例えば民間企業から出

向に来ていただいて、ＪＮＥＳに残ってくれと言っても、こんな処遇じゃ残れませんよと言

われてしまいます。あるいは、引っこ抜かれる人に、どうして引っこ抜かれたのと、どうし

て民間に行くのと聞いたら、やはり民間では福利厚生が全然違うということです。そういう

ことで、処遇が極めて大きく根底にあります。 

  なぜ我々でそれができないのかというと、まず、ＪＡＥＡもそうですけれども、独立行政

法人の人件費総枠が非常に厳しい。その中で特別優秀な人に特別の処遇することが、なかな

かしにくい給与体系にもなっております。ですから、全体の人件費総枠と給与体系の中で、
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非常に人材の確保・育成には苦労するということでございます。業績評価委員の先生方から

は、理事長の給料以上の優秀な人材がいてもいいじゃないかと、そういう給与体系をとれと

言われているのですけれども、現実はなかなかできないということでございます。恐らくＪ

ＡＥＡさんも同じだと思いますけれども、独立行政法人の経営は非常に厳しいということに

なっています。 

（近藤委員長）重要なポイントですね。 

  はい、ほかに。どうぞ、鈴木さん。 

（鈴木委員長代理）今のお話は、私、そうだと思う。結局、優秀な人材を集めようと思うと、

やっぱり処遇をよくしなきゃいけないというのは一番大きいと思うんですが、それができな

い仕組みというのが多分、独法という組織に制約があるということではないかというのはあ

ると思います。 

  この間、保安院の方の人材のお話で、専門を得ようと思ったら２年で別の部門に代わって

しまう。これもさっきの中性子線の話にかかわってくると思うんですけれども、検査官の方

の専門職化というか、それがやっぱり足りないんじゃないかというご指摘だと思っていたん

ですけどね。人事のルールがあるので、なかなかそれはできないということであれば、その

辺も日本の規制インフラの話だと思うんです。そういう意味で、日本の規制インフラの充実

ということは大きな提言ができるのではないかと、これは言っていいかなと思う。 

（近藤委員長）それは非常に重要なポイントで、今度、規制行政改革をやるとしたら一番大事

な点だろうと思いますね。 

（曽我部理事長）１つだけ申し上げて。 

（近藤委員長）はい、どうぞ。 

（曽我部理事長）検査官の話が出ましたが、一つは、その検査官の資質と、それから検査制度

がうまくマッチしないと。 

  それから、先ほどの杉本さんから、つまらん確認を求められるという。これは、その現場

の人と検査官のコミュニケーションの問題なので、別に検査官の資質というほどの問題では

ないのではないか。私は常に、電力会社に恐れずに、電力会社こそ本当に原子力の安全の確

保を最終的に担っているんだという覚悟があるんなら、何だって行政当局に言えばいいじゃ

ないかと言っているのですが。何を恐れるのか、言わないという。だから、コミュニケーシ

ョンの問題にすぎないと思います。 

（近藤委員長）使命をとして頑張ることの大事さを教育者に教えろというのが一番大事という
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ことになりますかね。 

  はい、どうぞ。 

（辻倉主査）現場における非常に大事なポイントを今、曽我部さんはおっしゃられたと思いま

す。逆に事業者サイドから見ても、同じことを現場には言っております。時として言い過ぎ

ていて逆効果になることがありますが、今回つくっていただきました検査制度というのは、

そういうことができる制度になったと思っておりますので、つまり、保全プログラムそのも

のは電力が責任を持って決めると。それに対して、何が悪いのかというのは、当然、規制側

のご指摘はございますが、最終責任は電力が持つわけですから、それに対して十分な責任と、

それから説明をするということを、現場の第一線まで周知しているつもりであります。そう

いう意味では、現場でよい議論がなされていくことが、この国の現場の品質確保という意味

では、非常に大事なことだと思っております。 

（近藤委員長）そういうことでしょうね。それでは論点６、国際人材について。国際人材って、

わけのわからない言葉ですけれども、これについて、満を持して大庭さんから。 

（大庭委員）いや、満を持しているわけではないのですが、多少コメントと、それから質問を。 

  論点６そのもののところでちょっと、国際機関や国際ビジネスの場で活躍できる人材をと

いうことなんですが、それで、いろいろと書いてあることを総合したときに、ちょっと感じ

たことなんですけれども、国際機関に日本人が働くと、だから日本の国益になるんだ、日本

のプレゼンスになるんだという発想は、ちょっと一回、ワンクッション置く必要があると思

います。というのは、国際公務員というのは自分の出身国のために働いちゃいけないので、

あからさまには、少なくとも。働いちゃいけないですから。 

  本当に日本からの人材が少なくて、ある国の人材が非常に多くＩＡＥＡにいて、どういう

方法で、いわば出身国のために働いたかというレビューをしたほうがよろしいのではないか

と私は思います。その機関にいれば日本のプレゼンスの向上につながるというのは、ちょっ

とあまりにも乱暴な意見だと。 

  日本人で外務省から国連に出向していて、そのまま国連に残った方の話などを聞くと、日

本人が国際機関で働いていることが、実は重要であるとは思います。しかし、国際機関で働

くための人材育成ということを考えると、一度は狭い国益概念とか国益のためということか

らは外れなくちゃいけないと思うのですね。つまり、自分がやっていることが自分の出身国

のためだけじゃなくて、国際社会全体のためになるのであるというような、いわばロジック

がちゃんとつくれる人間であるということが、多分国際機関において働けるということの条



－30－ 

件になるだろうと。つまりいろんな多様な価値観がぶつかり合う国際社会において、自分の

国のためだけじゃなくて全体のためにもなるけど自分の国のためなんだというような、そう

いう、いわばそこまで、気をきかせる、あるいは、頭を働かせる人材をつくっていくという

ことが実は課題であると考えます。そしてそれは大事で、かつ難しいことだなとも思います。

だけども、これはやっていかなければいけないことだと考えています。 

  それから、国際ビジネスの場でというのも、これも、いわば国際ビジネスの場というのは、

やっぱりそれこそ先ほど鈴木委員長代理がおっしゃった、多様な価値観の中でいろんなビジ

ネスを展開するということだと、これも果たして国益ということに還元できるのかと。やっ

ぱり各事業体が本当にここにビジネスチャンスがあって成長したいと思えばどんどん行って、

そういう人がどんどん国際ビジネスを展開していくということで、こういう人材を育成する

というのは、各事業者に任せる話なのか、それともこういう場で議論する話なのか、この点

は疑問です。 

  それと、ちょっと一つ、これは齊藤先生に質問なんですけれども、私の聞き違いかもしれ

ないのですが、先ほどの国益の観点からいうと、産業界が人材が欲しいというときに、国籍

を問わず人材が欲しいというのは考え直せばいいのではなかというようなことをおっしゃっ

たように理解しています。私の聞き違いかもしれないのですが。これはどういう意味でしょ

うか。 

（齊藤教授）私、ＡＲＥＶＡの話をしましたけれども、ＡＲＥＶＡはもうグローバルな企業で

すよね。フランスが拠点ですけれども、いろんな国籍の人を雇って、いろんなところでビジ

ネスチャンスを得ようとしていると。したがって、いろんな国の文化とかなんとかを吸収し

ながらやっているようなところがあると思うんですね。 

  日本の場合、留学生が随分日本にも来ていますよね。その留学生が何人、日本の企業に定

着しつつあるかというと、なかなか就職をお願いしても、１年、２年のインターンはいいけ

れどもというのは最近はあるんですけれども、そういうのを吸収して、その国のビジネスに

何かつなげようという、そういう戦略もあまりないかなと。 

  できれば非常に機微な情報がありますから、あまりいろんな国籍の人をというのもちょっ

と問題はあるのかもしれないんですが、私はやはり、世界の優秀な人はやっぱりどんどんど

んどん吸収していく素地がある、必要があるんじゃないかということです。 

（大庭委員）そういう意味ですか。はい、わかりました。 

（近藤委員長）それは一応希望ですね。 
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（齊藤教授）そうです、はい。 

（近藤委員長）フランスのＡＲＥＶＡという企業は、国際社会、国籍を問わず人をとるのに、

日本の企業はどういうわけか国籍主義があって大変けしからんと。 

（齊藤教授）いや、まあ。 

（近藤委員長）私はそのとおりだと思います。私も海外からのたくさんの留学生を扱って、教

育した挙げ句、ぜひ日本で働きたいといわれて、もう相談してあるきまわるのに時間を使っ

たことがたくさんありますので、齊藤さんの愚痴はよくわかります。 

  はい、どうぞ、ほかに。 

（齊藤教授）ちょっともう１点は、やっぱり国際人材育成、海外からの来る留学生なんですけ

れども、その後のフォローアップというのがなかなかできていないんですね。ＯＢ会メンバ

ーすら、大学にすらないと。大学全体でもないんです、原子力だけじゃなくて。やはりそう

いう人たちがどういうところで今働いているかとかという、そのフォローアップというのも

大事だと思います。 

  非常によく頑張っている人たちもいると思うんですね。例えば私どもの大学から出た留学

生で、もうその大学の、地元の、国の大学のプロフェッサーになっていたり、中には副学長

になっていたりという、架け橋になってくれている人たちもいるんですけれども、やはりそ

ういう後のつながりも大事にしたほうがいいんじゃないかなという、そういう感じはします。 

（近藤委員長）はい、杉本さん、どうぞ。 

（杉本センター長）大庭委員がご指摘の国際機関と国益の関係でございますけれども、基本的

に国際機関は国際社会のために働くというのが基本で、それはもう関係者も百も承知で議論

を進めているところでございます。 

  ただ、従来、日本はそういう意識は薄くて、ほかの国の人はどっちかというと国益をかな

り明確にしているというのが多くて。最近いい例で、日本の耐震基準がＩＡＥＡで採用され

たりしてございますので、結果的にそういうふうに、国際の役にも立つけれども日本の基準

がああいうところで国際機関の規格になるとか、そういうのを目指すべきであろうというよ

うなことの認識で、ちょっと書き方、多少ずれているところがございますけれども、必ずし

も乱暴な議論ではなくて。例えばフランスの国際原子力支援機構というところは、自分のと

ころで今度新しく導入する国に、原発のすべてを揃えるし、人材育成もセットでやるから、

ＩＡＥＡの名前でエンドースしてくれとか、そんな露骨なこともやるような国が、ほかの国

は多いんですけれども、そこまで日本がやる、考える戦略的な人も少ない訳で、そういうの



－32－ 

に比べれば日本は薄いということをちょっと強調したかったので、あるいは誤解を与えたか

もしれません。 

  あと今、齊藤先生のおっしゃったフォローアップというのは非常に重要で、私どもの提言

のところにも、アジア諸国の研修終了者のネットワーク化と一元管理のためのデータベース

というのは非常に重要と認識しています。 

  例えば私の例ですが、ＩＡＥＡの技術協力関係の諮問会議に出たことがございまして、そ

のときの議長がフィリピンの研究所の所長で、最初のブレークのときに話したら、かつて半

年ぐらい日本の原研の高崎研にいたということで、共通の知人がいるということで、いろい

ろ話したら非常に話が盛り上がって、そして、その後の会議で私がつまらない提言や発言し

ても、「おお、それいい」とか採用してくれたり、結果的に国益にもつながるようなことも

ございました。 

  例えば原子力関係の技術交流制度って、もう２５年近くやっていて、現在各国の原子力委

員会の委員長をやっているとか、研究所の所長とか、ああいうのがもう１００人近くアジア

にいるんですね。そういう潜在的な日本の応援団がいるのに、今までフォローアップしてい

けなかったからシステマチックに利用できなかったという、そういう反省に基づいて、今後

それを役立てようということを考えた訳でございます。 

（近藤委員長）はい、利用することはあまり議論することはないでしょう。サルコジ大統領は

言っていますよ。人材育成はフランスのためではないと。そういう枕詞をちゃんということ

は大事なことなんですよね。かれは面白いことを言っている。大体、北の国が南の国に原子

力を教えるなどというのできない、ステューピッドだ。何となれば、事故を起こしているの

は北の国ばかりだと。彼は非常に明快ですよ。 

  フランスの今度のＣＥＡのハイ・コミッショナーはアルゼンチンの大学を出て、ハーバー

ドで天文学の学位をとって、今はドイツに住んでいてフランスの原子力庁の最高の地位にい

る。そういうもうコスモポリタンの極みみたいな人がこういう意思決定に参加しているわけ

で。だから、極めてそういう意味で、国際社会の気配り、目配りができていますね。しかし

我が国だって、原子力基本法には、人類の福祉の向上に貢献すると書いてあるんですよ。そ

れなのに、自分のためがぼろっとでてくるのですね、我々の会話には。 

  さて、ほかに。 

  どうぞ、辻倉さん。 

（辻倉主査）先ほど大庭委員からのお話もそうですが、冒頭の原子力あるいは原子力技術者の
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社会に対する認知も、私から見ますと共通の部分があって、国際的に活躍する方々が、例え

ば国際社会から、あるいは日本の社会から、どのように見られるのか、どのように評価され

るのか、そのような背景が非常に大事だと思います。 

  ポジションをとるとかとらないとかではなく、これは結果のハウツーのアウトプットだと

思うのですが、そこへ人が行く行かない、あるいは国益のためであるのか、あるいは国際社

会のためであるのか、それは人の価値観によっていろいろあっていいと思いますが、最終的

には地球は栄え、その結果として日本は栄えということであることは間違いないし、そうい

う形で動いている方々が、日本の中から見たときに、あそこに、ああ、あの人がいるねと、

だれかが、そういう目線が見られるような社会になっていれば、そういう動きもどんどんポ

ジティブに回っていくと思います。 

  非常に遠いですけれども、今回、私どもがまとめておりますレポートの一つのポリシーは、

非常に漢方薬的かもしれませんが、遠いところからでも、じわっと効いてくるようなことに

ついては継続的にやっていくことが大事だと。 

まさに先ほどおっしゃいました、多様な価値観、おっしゃるとおり言葉は適切ではないの

かもしれませんが、客観的な価値観と書きましたのは、マイナスだけじゃなくてプラスもあ

る、正しい答えですよということを言いたかっただけなのですが、それは多様な価値観を正

しくみんなが共有して、そういう目線で、いろんな分野で働く人たちに対して共通の目線で

見られるような、そういうことについての活動が、結果として本当に必要なものだったら当

然栄えていくわけで、そういう活動が大事ですよねというメッセージをぜひ出したいなと思

っています。 

（大庭委員）１点、いいでしょうか。 

（近藤委員長）はい。 

（大庭委員）ちょっと総論のようになってしまうんですけれども、これは原子力に限った話で

はなくて、私の印象なんですが、日本の社会自体が非常にタコつぼ化をしていて、その結果

どうなっているかというと、自分たちの仲間同士では意思疎通が非常に濃いんだけれども、

それが外に向かって、外に対してどういうふうに映っているのかとか、どういうふうに説明

するかとか、そうした配慮に非常に欠けているというのが日本の社会の全体的な特徴で、多

分、そこの部分を変えていく一つの礎石にならざるを得ないのかなというような印象を持ち

ました。 

（近藤委員長）そうなんですね。でも、ＩＡＥＡに沢山拠出金を出しているんだから、これぐ
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らいの数の日本人は一人前の人であれば受け入れますよといってくれているのに、その機会

すら使っていないで、愚痴っているのですから。自分のためという発想は受け入れるとして

も、日本の社会に多様な価値観からの入力があるようにしておくために、そういうところと

のネットワークを強化しましょうというべき。皆さんはそういうつもりでご提案されている

のかもしれませんが。 

  このところ、国際社会に貢献したいという気持ちが人材育成面でも若干出てきているんだ

けれども、大事なことは、マーケットインで、相手はどういう人材を欲しいと思っているか

ということについて、ちゃんとレビューしていますかというとちょっと情けないですね。日

本人だけで集まって会議室で会議して、こういう人材をつくればいいんだと言っていません

かね。やっぱり行ってみたいと思われるようなものにしなきゃならないわけですよ。そこ、

どうなっているんですか。例えば、国際社会においては教育の出口はタイトルが与えられる

ことでしょう。例えば、ＰｈＤを得て、一人前という常識があるのだとすれば、それが得ら

れるチャンスがない限り、海外から人は来ない。そういうことすらちゃんと議論されていな

いんじゃないかなと思って心配しているんです。 

  曽我部さん、どうぞ。 

（曽我部理事長）全体でもよろしいのでしょう。 

（近藤委員長）はい、どうぞ。 

（曽我部理事長）２点申し上げたいのですけれども、人材の教育、それから確保もいいんです

けれども、そもそも人材が上手に活用されているのかという観点が必要ではないかと感じて

います。 

  例えば、あまり例はよくないのですけれども、公の場で言っているのだからいいのでしょ

うけれども。例えばＪＮＥＳと保安院との、８００人体制と言っておりますけれども、その

役割分担が、やり方によってはもっと効果的な行政ができるかもしれないと考えています。

それから、公的な分野を考えても、中途半端な機関が幾つもあって人材が分散しているので

はないか。これは非常に効率が悪いと思っています。それで結果的に、専門性を高める人材

育成の点でもやっぱり問題があるというふうに思います。具体的には、ちょっと微妙な問題

ですので申し上げませんが、是非、人材を有効に活用しているのかという観点も、考慮して

いただきたいと思います。 

  そういう意味で高年齢者人材も、確かに第一線級はなかなか民間企業も出せないかもしれ

ませんけれども。高齢化になるに従って、やっぱり人によっては公的な分野で働きたいとい
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う人もいるのですけれども、出ちゃいけないと言う企業があるのです。そういうことはやめ

て、それで、第一線を経た人は、やっぱり公的な部門で働きたい人はどんどん出していただ

きたいと考えています。そういった意味で、人材の有効活用という観点はぜひ大事にしてい

ただきたいと思っています。 

  それから、もう一つちょっと言わせてください。 

（近藤委員長）どうぞ。 

（曽我部理事長）この場の議論として大事なのは、企業などは、それぞれビジネスで、もうど

んどん人材確保・育成で走っているわけです。先ほどの国際人材も、それぞれアメリカと欧

州とアジアとで違いますし、それぞれに合わせて、皆、必死になって走っているという状況

です。その中で人材の囲い込みとか取り合いもやっている状況です。そういうふうに各企業、

機関がそれぞれ独自に走っておれば、その国全体としてはまずい面もあるという点です。  

それともう一つは、各企業、機関が単独ではなかなかできないという面がある。そういうと

ころに絞って主に議論していただければ非常にいいのではないかと思います。 

（近藤委員長）各企業は既に国際ビジネス、国際市場を念頭にして、人材の囲い込みに走って

おる。それはまずいとおっしゃったの。 

（曽我部理事長）いや、それはそれでいいのではないかと。ただし、それだけで、それぞれ単

独で全部走っておれば、国全体としては人材の育成の点でまずい点もあるのではないかとい

うことです。なければいいですが。 

（近藤委員長）そこは、何がまずい点か、ちょっと教えていただきたいんですけれども。それ

でないと、何となくまずいというんじゃ説明にならないと。 

（曽我部理事長）それは基本的には、もちろんビジネスですから当然いいのですけれども、全

体としてはまずいのではないかと。 

  例えば高年齢者人材の活用で、いつもこだわっていますけれども、そういった点について、

もう少し全体で考えたほうが。例えば企業を卒業して、それで非常に元気で有能な人が遊ん

でいる人が、日本全体から見たら、たくさんいると思うのです。そういった人をもう少し活

用する余地があるのてはないか。もう今は７０歳まで働く時代ですから、それはもったいな

いことです。 

（近藤委員長）それは囲い込みと関係ない話ですね。 

（曽我部理事長）ええ、確かに直接的にはないのですけれども、例えば６０歳定年で、６５ま

で定年いく方向にあるのかもしれませんけれども、やはりなかなか出さない。企業への帰属
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意識が強いから、なかなか出ないという事情もあるかと思います。 

（近藤委員長）はい、わかりました。そこはそれで大事なことだと。 

  ほかに。 

（齊藤教授）よろしいでしょうか。 

（近藤委員長）どうぞ。 

（齊藤教授）先ほど近藤委員長が言われました、相手国のニーズをやはり調べているかという

ことなんですが、実は私、昨年７月だったかと思うんですが、ＩＡＥＡの調査官の一人とし

てマレーシアに行きました。どういうことかというと、マレーシアは２０２０年をめどに、

原子力プラントを入れたいという国会決議をやったということで、これからどう人材育成を

したらいいかということで、ＩＡＥＡのニュークリア・ナレッジ・マネジメントの分掌のチ

ームの一員として行ったんですが、マレーシア政府としては、こういうプログラム、こうい

う計画を立てているんだけれども、それをレビューしてもらって、どこが足りないかとかコ

メントをもらいたいという会議、任務だったわけです。 

  国の原子力委員会とか原子力安全委員会とかも組織化されていまして、国の取り組み方か

ら始まって、最終的には各大学を回って、各大学、原子力工学科をつくり始めています。も

ちろん病院も回りました、放射線医療関係もありますので。その結果、感じたことが２つあ

りまして、一つは、放射線医療関係については随分教育もしっかりしているし、実践もやら

れていると。彼らもわかっているのは、やっぱりこれからパワープラントを導入していくた

めにはどういう教育をしたらいいか。もちろんカリキュラムはつくっているんですけれども、

やはり教える人材が足りないというのがあります。 

  国の最初の基本方針というか基本的な説明のところで、概要のところで出てきたのは、Ｋ

ＥＰＣＯ、フランス、ＫＡＩＳＴ、これがセットで入ってきていると。ＫＥＰＣＯって関西

電力じゃなくて韓国電力公社ですけれども、ＫＡＩＳＴというのは韓国科学技術院ですかね、

これも教育機関になっていると思うんですね。そういうのが一緒に入ってきていると。先ほ

どの連携という部分ありましたけれども、やっぱり産業界とそういう教育機関とが連携して

入っているというのが非常に印象的でした。 

  それから、パワープラントに関して規制の問題とかいっぱいあるんですけれども、彼らも

ニーズが出てきていて、どっちかというとルック・イーストという言葉を言っていますけれ

ども、日本に非常に熱い目線を向けています。あるいは最後に彼らとちょっと夕方食事をし

たときに、例えば、具体的にどういう人が、どの機関、どの分野で要るかというのを、お互



－37－ 

いにリストをつくってもらって、それで私は日本に帰って、そういう機関とお話をしてマッ

チングするんだったらマッチングさせて、それで派遣し合うようにしたらどうでしょうかと

いう話は、私は国レベルの人間じゃないんですけれども、そういうことは一つありますねと

いう話をしました。 

  帰ってきて、いろんな方々とそういう話をすると、やはりシニアの人で、そういうのに非

常に興味を持っている人もいらっしゃるということもありまして、そういう人たちが、もち

ろん、国際的な教育をしないといけないわけで、そこに大学が、じゃ、どう関連するかとい

いますと、その人たちとマッチングができたときに、例えば半年、１年滞在するとなったと

きに、大学に来ていただいて大学で研修をして教える。うちに国際大学院というのがありま

すから、そういうところでその分野の教材をつくり、二、三カ月、あるいは場合によっては

半年ぐらい教材をつくって、それで大学の特任教授のような形で向こうの大学に入っていっ

て、それで向こうの学生を教えていくという、そういう一つのサンプルもあるんじゃないか

なというのを最近ちょっと考えています。 

  そこもやっぱり大学と企業の連携が必要かなと思います。せっかく人材育成で留学生を呼

んで、向こうの研修に行っても、やはりそれがビジネスとつながっていくのがベターだと思

いますので、せっかく地盤整備をしても、よその国のプラントがすーっと入ってきてしまえ

ば何のためのという。そういう意味で私は国益という言葉を使いましたけれども、そういう

連携。 

  私は、今日のキーワードは連携、あるいはその連携のミスマッチ、コミュニケーション不

足というあたりがやっぱりキーワードではないかなと、いろんなところで。 

（近藤委員長）今の点は非常に重要なポイントだけど、杉本さんの、その国際何とかで、あな

たは提案したの、それとも、それを具体化して。 

（杉本センター長）先ほどの中に「シニア人材のアジア諸国の人材育成に活用するためのシス

テムの構築」として含まれてございます。 

（近藤委員長）東工大が率先してやってくれそうだね。 

（齊藤教授）いや、できればそういう研修のプログラムには手を挙げたいとは思います。 

（近藤委員長）はい、ほかに。 

（杉本センター長）よろしいですか。 

（近藤委員長）はい、どうぞ。 

（杉本センター長）２点、ちょっとお話ししたいんですが、一つは、来週、ＵＡＥのアブダビ
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でＩＡＥＡ主催の原子力発電の導入拡大に向けた原子力人材育成国際会議というのが開催さ

れる予定となっております。日本からもかなり参加しますが、私どもも、その準備会合、プ

ログラム委員会というのが昨年の１１月に開催されまして、当初、韓国がだれも送らないと

いう話でしたが、２週間前になって、委員長はよくご存じの前国立ソウル大学のカン教授で

すが、急遽、大物が参加されまして、議論をしたりして、すごい意気込みを示したなという

ことが一つ。私なんかもひしひしと韓国の力を感じているというのが１点でございます。 

  もう一つは、委員長ご指摘の、今、齊藤先生のお話にもあった相手国のニーズという話な

んですが、私どもは、もう１３年ぐらい、アジアの、インドネシア、タイ、ベトナムを対象

とした指導教官研修という、トレイン・フォー・トレーナーをやってきているんですけれど

も、当初は放射線の利用とか放射線防護とか防災とか、ああいうところからスタートしたん

ですが、そういうのをスタートする前は向こうのニーズを聞きながら開始してきているんで

すけれども、３年ぐらい前から、ベトナムが原子力発電を導入するということで、炉工学に

関するコースをスタートさせております。 

  そういうのをＦＮＣＡの場で紹介しましたところ、マレーシアは非常に関心を示しまして、

お話のようにマレーシアも原発導入するということで、昨年度２名、本年度は１名ですか、

それも自費で、自分のお金で送り込んできた。 

  そういう話をまた紹介したら、今度、最近、サウジアラビアも今年度、もう３人、既に送

り込んできて、サウジアラビアの自国に研修センターをつくりたいので何か支援してくれな

いかと、そういう新たな話も進んでございます。これもまた韓国にとられちゃうかもしれま

せんが、できるだけ支援していきたいなと思っております。 

  以上でございます。 

（近藤委員長）はい、辻倉さん。 

（辻倉主査）今のお話の続きになりますが、昨年、人材育成の関係で欧州調査ということでフ

ランスへ行きまして、フランスの原子力ルネッサンス時期における原子力人材育成の仕組み

はどうなっていますかと尋ねますと、説明は極めて簡単で、国立の大学院大学のＩＮＳＴＮ

で集合的にやっています、足らないところは欧州全体のＥＮＥＮでやっています、という説

明がイメージを伴ってきちっと出てきました。私が苦労しましたのは、では日本はどうやっ

ていますかと問われて、みんなでやっていますとなりますが、仕組みの説明が非常に難しい

ですね。 

  今のようにアジアなどの国々から日本で研修を受けて人を育てたいとなると、日本の教育
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はこうやっていますということを言いたいわけですけれども、本当は日本に３メーカーがあ

るように、中身も厚くて、層も厚くて、よろしいわけですが、３メーカーありますという、

そういう言葉、その説明しかできないのが、教育の人材育成の仕組みが、一つの日本の体系

にもありまして、このあたりを何とかしていくことが必要だと思っております。それで、ネ

ットワーク化、ハブ化、あるいはコアになります組織、こういうことを形にすることが大事

であるということを申し上げております。 

（近藤委員長）どちらかといえば日本の教育システムはアメリカ型なので、ヨーロッパはもと

もと工学部なんかない国ですから、それで、原子力は特化して、むしろフランスなんかもあ

あやって非常に特殊なシステムとして原子力大学院大学というものをつくって。少し最近は

アメリカの影響を受けて、原子力工学科というコンセプトが出てきてはいるんですけれども、

基本的には、極めて例外的にやっているということで、わかりやすいんだと思うんですけど

ね。 

  ただ、日本の説明するときに、どう説明すればわかりやすいかというのは、それは工夫す

ればいいんだけれども、ただ、東工大の説明をする人、東大の説明をする人はいるのに、日

本全体の説明をする人がいないという問題点はあるのかもしれません。 

（近藤委員長）はい、齊藤さん。 

（齊藤教授）大学での国際化に向けて、教育の取り組みの中で、１つ、２つ、ちょっとご紹介

したいと思うんですが、最近、私どもの学生、ＩＡＥＡのインターンシップに送って、その

人が与えられた仕事は、まず、日本の大学の国際化がどれだけ進んでいるかというのをちょ

っと調べてほしいと、ネットでですね。そして、例えば英語の教育、ちゃんとできているか

とか、カリキュラムを組んでいるかというのを調べてみると、ほとんどがきちっと整備され

ていないと。でも、一番できているのは、先生、東工大だけでしたと。うちは国際コースが

あって、そこで英語の教育、英語だけで教育をして卒業させているというコースもつくって

いるんですが、そういうちょっと国際化に向けての取り組みがプアーかな。あるいは、場合

によっちゃ、もう連合体でやってもいいかなという、そういう感じがするのが一つ。 

  もう一つは、これも東工大の例ですけれども、先ほどＥＮＥＮというヨーロッパ原子力教

育ネットワークという、数十機関が、大学、研究所が共同で教育をするという協定を結んで

いまして、どこで単位を取っても、それを認め合って、欧州合同の原子力修士号というのを

出すと。最近はドクターのコースも議論されているんですけれども、そこに東工大が昨年加

盟をしまして、昨年の９月にヨーロッパの、その中の５つの大学と日本側の３つ、    



－40－ 

ＪＡＥＡも入っているんですが、京都大学、東工大の３つの機関がお互いに学生を交流する

と、３０名規模で交流をするという計画を今議論しておりまして、学生の交流というのは、

もうヨーロッパでも当たり前になっているんですね。だけど、日本は割と大学間の交流も少

ないし、そういうよそとの交流も少ないということが国際化のこれからの課題かなと思いま

す。 

  ただ、それを進めていく上で協定はやっぱり結ばないと、受け入れても授業料不徴収の制

度、それを認めたりするためには、やっぱり大学と向こうとの協定をきちっと結ばないとい

けないので、その協定の、これはもう非常にローカルな話ですけれども、協定の文言でなか

なかうまくヨーロッパの感覚とこちらの感覚と合わない。例えば原子力関係だと、向こうは

もうコンフィデンシャルみたいなものは入れるの当たり前ですけれども、あれはもちろん保

険とか災害とかという、これはもう当然なんですけれども、そういう今までになかった文言

が入ってくると、大学もなかなか、どうしてこういうのを入れるんですかということでトラ

ブっているというか、進みにくいというのもありまして、そういう協定書も、もうグローバ

ルなやつができていれば、サンプルができていれば、それでもう共通でボンボーンとやっち

ゃうということがあると、あとは非常に楽だなと、そんな感じをしています。 

（近藤委員長）最後の点は非常に重要ですね。 

（鈴木委員長代理）ちょっと。 

（近藤委員長）ああ、どうぞ。 

（鈴木委員長代理）全体でちょっと印象を言いたいんですが、この大綱の評価ということで考

えて、今までの話の中で、「本資料の位置づけ」に書いてありますけれども、大綱から一体

何が変わっていないかというところのポイントなんですけれども、どうもまだ何か議論が原

子力産業の中の議論が多い感じがします。、たとえば、ここの最初の論点１のところで、原

子力分野以外の機関との人材交流が行われていない、国際機関の話だとか、工学教育の話だ

とか、大学の国際化の話もそうですけれども、そういう原子力の枠を越えた問題、高齢化の

話もそうですし、女性の雇用の話もそうなんですけれども、その問題をもうちょっと、ほか

の産業との知見の共有とか、そういうことが必要なんじゃないかなという話が一つ目です。

それから、処遇の話が出ましたが、処遇で一番ベースになるような、例えば給与のデータと

か、何かその辺をちょっと見ながら、例えば、それが自由にできない理由は何なのか、さっ

きの独法の制度ではなかなか処遇は自由にできないとか、資格を取ってもなかなかキャリア

パスにならないとか、その辺の話が前回の大綱でも書かれてはいるので、それを具体的にど
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うやってやっていったらいいかということを、もうちょっと意見しなきゃいけないかなと思

いました。 

  それから最後に、私は、原子力委員会としては、国の役割として何ができるのかというこ

との中に、やっぱり市場メカニズムではできないようなインフラの確保という意味では、ち

ょっと今日議論にならなかったですけれども、研究施設の老朽化とか、それが人材育成の確

保との関係でどうなっているのかというのも、きちんと議論していくことが大事だと思いま

す。 

  それから最後に、協定の話も、文科省の何か、ルールか何かがあって、なかなか自由に大

学ができないとか、そういうのもあると思うんですが、そういう国として、この人材確保の、

本当は自由に産業界や教育機関が、あるいは研究機関がやろうとしていても、できないもの

があれば、それは何なのかということを国としてちょっと検討すべきかなというのを思いま

した。 

（近藤委員長）うちで引き取るべき課題もありますけれども、他分野との関係については、産

学人材育成パートナーシップというプログラムがあって、既に他の分野でもレポートが出て

きているんですね。それは既に公開されて、たしか私どもの机の上にも何カ所かからのレポ

ートが載っかっていますので、それはもう、我々が読むより彼らが読んだほうが、あなたは

そういう提案なんだろうけど。 

（鈴木委員長代理）はい、そうです。 

（近藤委員長）皆さん読みなさいよということでよろしいのかと。 

  それじゃ、これで終わりたいと思う。どうもお忙しいところを熱心にご議論いただき、あ

りがとうございました。引き続き、このレポート、今の提言も踏まえて書き直して、ブラッ

シュアップしていきたいと思いますので、その節はまたいろいろとご助言、叱正をいただけ

ればと思います。ありがとうございました。 

  では、この議題、これで終わらせていただきます。 

   

（２）大庭原子力委員会委員の海外出張について 

 

（中村参事官）次の議題でございます。 

  大庭原子力委員会委員の海外出張について、藤原参事官補佐からご説明いたします。 

（藤原参事官補佐）大庭原子力委員の海外出張について、資料第２号に基づきましてご説明を
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いたします。 

  出張先でございますが、イギリスのセラフィールドとロンドン、それからフィンランドの

ユーラヨキにご出張を予定されていただきます。 

  出張期間は今度の日曜日からでございますが、３月１４日から３月２１日となってござい

ます。 

  目的ですけれども、全体を通じまして、高レベル放射線廃棄物の処分場、その施設の選定

に向けた合意形成の過程について意見交換を行うということと、関連の施設の調査に行かれ

るということでございます。 

  具体的には、渡航目的のところで幾つかピックアップいたしますけれども、まず、セラフ

ィールドにあります再処理施設の現状について視察。それから、イギリスで処分場の立地に

関心を示しております西カンブリア州にありますパートナーシップを訪問して、そちらの関

係者の方と意見交換を行うということ。それから、政府機関でありますエネルギー気候変動

省、放射性廃棄物管理委員会、そして原子力廃止措置機関の方々との原子力政策に関する意

見交換を行うこと、この３つがイギリスでの業務となります。 

  それから、フィンランドにおきましては、ポシヴァ社、それから処分場の予定地になって

おりますユーラヨキの地方自治体との意見交換、それから放射性廃棄物処分場の視察、これ

が全体の予定になってございます。 

  主要日程は省略させていただきます。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

  よろしくお願いします。 

  それでは、その他議題。 

 

 （３）その他 

 

（中村参事官）事務局からは特にございません。 

（近藤委員長）先生方から何かありますか。よろしいですか。 

  それでは、予定を伺って終わります。 

（中村参事官）次回と、それから次々回のご予定をご紹介したいと思います。 

  次回、第１４回の原子力委員会の定例会でございますけれども、３月１６日の火曜日、１

０時から。場所はいつもと違いまして、１階にあります１２３会議室を予定してございます。
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１０時からということで時間も違いますし、場所も通常と異なりますので、ご注意いただけ

ればと思います。 

  合わせまして、第１５回の原子力委員会の臨時会でございますけれども、同じ日、３月１

６日の火曜日の午後を今予定してございます。 

  よろしくお願いいたします。 

（近藤委員長）タイトなスケジュールでございますが、よろしくお願いいたします。 

  それでは、これで終わります。どうもありがとうございました。 

―了― 

 


